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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第85期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第84期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 12,597 50,887

経常利益 (百万円) 724 2,492

四半期(当期)純利益 (百万円) 469 2,201

純資産額 (百万円) 27,371 27,668

総資産額 (百万円) 35,735 36,091

１株当たり純資産額 (円) 405.08 404.43

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 6.89 31.45

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 76.6 76.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 406 2,121

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △345 △274

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △221 △1,625

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 676 836

従業員数 (名) 570 564

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載していない。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はない。

　また、主要な関係会社についても異動はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 570［136］

(注)  従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む）であり、臨時従業員数は[　]内に当四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載している。

なお、臨時従業員には、派遣社員を除いている。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 351［90］

(注)  従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時従業員

数は[　]内に当四半期会計期間の平均人員を外数で記載している。

なお、臨時従業員には、派遣社員を除いている。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

ある。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

電線・ケーブル 11,035

電子材料・光部品他 1,912

合計 12,948

(注) １　金額は販売価格により、セグメント間の内部振替前の数値による。
２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

ある。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

電線・ケーブル 11,144 3,359

電子材料・光部品他 1,914 12

合計 13,059 3,371

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去している。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

ある。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

電線・ケーブル 10,684

電子材料・光部品他 1,912

合計 12,597

(注) １　セグメント間の取引については、相殺消去している。

２　本表の金額には、消費税等は含まれていない。

３　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりである。

　

相手先
当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

住電日立ケーブル株式会社 4,450 35.3

４　上表の金額には、消費税等は含まれていない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期におけるわが国の経済情勢は、米国経済の後退による輸出の減少、建築基準法改正に伴う住

宅着工の不振、原油価格の高騰に伴う諸物価の上昇等により、景況感が悪化してきております。こうした状

況のもと、当社グループにおいては、第１四半期の売上高は、堅調な電線・ケーブル需要と電子材料の増販

等により１２５億９千７百万円となりました。営業利益は６億９千９百万円 、経常利益は７億２千４百万

円、四半期純利益は４億６千９百万円となりました。 

　以下、事業の種類別セグメントごとの業績の概況は次のとおりであります。なお、各セグメント売上高の金

額にはセグメント間取引を含んでおります。 

①電線・ケーブル事業 

電力会社の更新投資の増加、建設・電販部門の大型プロジェクト受注等により電線需要は堅調に推移し

ました。その結果、電線・ケーブル事業の売上高は、１０６億８千８百万円となりました。 

また、営業利益は銅価転嫁の進展が加わり２億７千３百万円となりました。 

②電子材料・光部品他事業

電子材料・光部品他事業の売上高は、導電ペースト関連製品の伸長により１９億３千６百万円となりま

した。また、営業利益は４億１千６百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、主として銅価上昇により棚卸資産が増加した

ものの、売掛債権の回収増による受取手形及び売掛金の減少により総資産は３億５千６百万円減少し、３５

７億３千５百万円となりました。負債は、短期借入金の増加に対し、未払法人税等の減少等による流動負債

その他の減少により５千８百万円減少し、８３億６千４百万円となりました。純資産は配当金の支払い、自

己株式の取得等により２億９千７百万円減少し、２７３億７千１百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四

半期純利益の増加および売上債権の回収により資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得、法人税等

の支払、配当金の支払および自己株式の取得等による資金の減少により、６億７千６百万円（前連結会計年

度末比１億６千万円の減少）となりました。 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、営業活動による資金収支は４億６百万円の増加となりました。これ

は、主として、税金等調整前四半期純利益の増加および売上債権の回収によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、投資活動による資金収支は３億４千５百万円の減少となりました。

これは、主に有形固定資産の取得によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当第１四半期連結会計期間において、財務活動による資金収支は、２億２千１百万円の減少となりまし

た。これは、短期借入金の増加５億円に対して、配当金の支払４億７千８百万円および自己株式取得２億４

千２百万円の支出によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は１億４千３百万円であります。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

景気をけん引してきた民間設備投資や個人消費の伸びが、原材料高を背景に鈍化するなど景気の減速感

が強まってきており、電線需要の先行きに不透明感が高まってきました。さらに銅電線の販売価格の基準と

なる銅価は高止まりの状況が続いており、原油価格とともに今後の価格動向が業績に大きな影響を及ぼす

ことが予想されます。 

　当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、電線ケーブル事業においては、一層の「事業基

盤の強化」を図るため、生産の安定化、品質の向上、納期短縮を目指して生産、品質管理並びに物流体制の整

備を進めていきます。また当社固有の技術を生かした商品開発を進め、特に、「ＦＡロボット向け特殊ケー

ブル」「原子力発電所向けケーブル」を重点項目として、開発及び生産体制の充実、強化を図っていきま

す。 

　一方、電子材料・光部品他事業において、タツタ　システム・エレクトロニクス株式会社の電子材料につい

ては、特に機能性フィルムの旺盛な需要増に対応して京都府福知山市における新工場の建設を進め、生産体

制の強化を図るとともに、新規商品の開発も推進してまいります。さらに、当社の光部品事業については、拡

大するフォトエレクトロニクス分野への展開を図るため、新設した光ファイバ加工部品専用工場の一層の

充実・強化を図っていく所存です。 

　

(7) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループは、全事業分野において事業の発展に果敢に挑戦し、一層の業績向上を実現することにより

企業価値をさらに高めるとともに、景気変動に左右されない強靭な経営体質の確立を目指します。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はない。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 156,693,000

計 156,693,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 70,156,39470,156,394
東京証券取引所 
大阪証券取引所 
(各市場第一部)

(注)

計 70,156,39470,156,394― ―

(注)　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年６月30日 ― 70,156 ― 6,676 ― 1,076

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 　　　
普通株式  1,741,000

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 68,060,000 68,060 同上

単元未満株式 普通株式  　355,394 ― 同上

発行済株式総数           70,156,394 ― ―

総株主の議決権 ― 68,060 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権の数８個)含まれている。

単元未満株式には自己株式313株が含まれている。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 
タツタ電線株式会社

東大阪市岩田町２丁目３番１号 1,741,000 ― 1,741,0002.48

計 ― 1,741,000 ― 1,741,0002.48

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 274 275 348

最低(円) 245 257 268

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における市場相場による。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりである。

　

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役　執行役員 
通信・電線部門生産本部 
京都工場長 
 

取締役　執行役員
通信・電線部門生産本部
福知山工場長
（兼）同工場製造部長

北 島 秀 樹 平成20年７月１日

取締役　執行役員 
通信・電線部門生産本部 
生産総合管理室長 
（兼）同室品質保証部長 
（兼）同室TPM 推進部長
 

取締役　執行役員 
通信・電線部門生産本部 
生産総合管理室長 
（兼）同室設備技術部長
（兼）同室品質保証部長
（兼）同室TPM 推進部長

檀 上 芳 郎 平成20年７月１日

(注)　福知山工場は、当第１四半期において京都工場へと名称変更している。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月

１日から平成20年６月30日まで)の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レ

ビューを受けている。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人から名称変更している。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 645 805

受取手形及び売掛金 18,309 18,929

有価証券 30 30

製品 2,691 2,466

原材料 958 932

仕掛品 2,302 2,175

繰延税金資産 282 331

短期貸付金 361 411

その他 729 414

貸倒引当金 △17 △40

流動資産合計 26,295 26,458

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 1,933

※１
 1,969

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 2,760

※１
 2,903

工具、器具及び備品（純額） ※１
 279

※１
 272

土地 1,875 1,875

建設仮勘定 220 131

有形固定資産合計 7,070 7,152

無形固定資産

ソフトウエア 145 162

ソフトウエア仮勘定 107 93

施設利用権 5 5

その他 1 1

無形固定資産合計 259 262

投資その他の資産

投資有価証券 1,676 1,761

長期貸付金 1 1

長期前払費用 0 1

前払年金費用 306 316

その他 148 160

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 2,110 2,218

固定資産合計 9,440 9,633

資産合計 35,735 36,091
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,489 3,520

短期借入金 500 －

1年内返済予定の長期借入金 167 167

未払金 466 601

未払費用 597 897

未払法人税等 292 463

その他 316 159

流動負債合計 5,829 5,809

固定負債

長期借入金 1,833 1,833

繰延税金負債 296 299

退職給付引当金 161 221

役員退職慰労引当金 61 66

総合設立厚生年金基金引当金 24 24

環境対策引当金 147 147

負ののれん 7 16

その他 3 4

固定負債合計 2,534 2,613

負債合計 8,364 8,422

純資産の部

株主資本

資本金 6,676 6,676

資本剰余金 4,537 4,537

利益剰余金 16,189 16,198

自己株式 △687 △445

株主資本合計 26,715 26,966

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 656 702

評価・換算差額等合計 656 702

純資産合計 27,371 27,668

負債純資産合計 35,735 36,091
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

売上高 12,597

売上原価 10,855

売上総利益 1,741

販売費及び一般管理費 ※１
 1,041

営業利益 699

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 19

負ののれん償却額 10

雑収入 15

営業外収益合計 46

営業外費用

支払利息 8

雑支出 ※２
 12

営業外費用合計 20

経常利益 724

特別利益

投資有価証券売却益 6

貸倒引当金戻入額 22

特別利益合計 28

特別損失

ゴルフ会員権評価損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 752

法人税、住民税及び事業税 205

法人税等調整額 77

法人税等合計 282

四半期純利益 469
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 752

減価償却費 326

負ののれん償却額 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60

前払年金費用の増減額（△は増加） 9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22

受取利息及び受取配当金 △21

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △6

ゴルフ会員権評価損 0

支払利息 8

固定資産除却損 6

売上債権の増減額（△は増加） 620

たな卸資産の増減額（△は増加） △377

その他の資産の増減額（△は増加） △319

仕入債務の増減額（△は減少） 44

未払金の増減額（△は減少） △39

未払費用の増減額（△は減少） △308

未払消費税等の増減額（△は減少） 8

その他の負債の増減額（△は減少） 151

小計 757

利息及び配当金の受取額 20

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △371

営業活動によるキャッシュ・フロー 406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △0

有価証券の売却による収入 13

有形固定資産の取得による支出 △421

有形固定資産の売却による収入 5

無形固定資産の取得による支出 △4

短期貸付金の増減額（△は増加） 49

投資その他の資産の増減額（△は増加） 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 500

配当金の支払額 △478

自己株式の取得による支出 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー △221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △160

現金及び現金同等物の期首残高 836

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 676
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はない。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）を適用し、評価基準については、収益性の

低下による簿価切下げの方法を適用している。

なお、この変更による損益に与える影響はない。

　また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載している。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関し

ては、一部の棚卸資産については実地棚卸を省略して

いる。

２　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少

のものについては、合理的な算定方法による概算額で

計上する方法によっている。

３　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加

減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっている。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　　原価差異の繰延処理

原材料費および加工費の原価差異については、流動

資産に繰り延べている。
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【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契

機として、資産の利用状況等を見直した結果、主要な機

械装置の耐用年数を８～10年より７～８年に変更して

いる。なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べ、当第１四半期連結会計期間の減価償却費は、46百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は、それぞれ同額減少している。

　また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

している。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額    26,004百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額　　25,820百万円

　２　保証債務

(1) 従業員の住宅資金等の銀行借入金31百万円に対し

保証を行っている。

(2) 出資先である常州金源銅業有限公司の銀行借入金

43百万円に対し保証を行っている。

　２　保証債務

(1) 従業員の住宅資金等の銀行借入金36百万円に対し

債務保証を行っている。

(2) 出資先である常州金源銅業有限公司の銀行借入金

41百万円に対し保証を行っている。

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　荷造費及び運送費 159百万円

　役員従業員給料手当 450　〃

　退職給付費用 35　〃

　役員退職慰労引当金繰入額 7　〃

※２　雑支出の主なもの

　固定資産廃却損 6百万円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連　結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 645百万円

有価証券 30  〃

現金及び現金同等物 676百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 70,156

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 2,585

　

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年5月27日
取締役会

普通株式 利益剰余金 478 ７ 平成20年３月31日 平成20年６月12日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はない。

　

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はない。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ているが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認

められないため、記載していない。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はない。

　

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、連結会計年度の末日と比較して著しい変動

はない。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
電線・
ケーブル
(百万円)

電子材料・
光部品他
(百万円)

合計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

10,684 1,912 12,597 ― 12,597

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3 24 28 （28） ―

計 10,688 1,936 12,625 （28） 12,597

営業利益 273 416 690 9 699

(注) １　事業区分の方法

　　事業は、製品の製造方法・製造過程、並びに使用目的及び販売方法の類似性を考慮し、電線・ケーブル、電子材料

・光部品他に区分している。

２　各事業区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品等

電線・ケーブル 裸線、ケーブル（電力用、光、通信用）、被覆線、工事・附属品

電子材料・光部品他 電子材料、機器システム製品、光部品類、環境分析他

３　会計処理の変更

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用し、評価基準については、収益性の低下による簿価切下げの方法を適用している。

なお、この変更による損益に与える影響はない。

４　追加情報

当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、主要な機械

装置の耐用年数を８～10年より７～８年に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて

営業利益は、「電線・ケーブル事業」において43百万円、「電子材料・光部品他事業」において３百万円、そ

れぞれ減少している。

　

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はない。

　

　

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略している。
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日） 

（共通支配下の取引等）

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後

　　企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

　　（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　　名称　　　　　タツタ電線株式会社　

　　　　　事業の内容　　ボンディングワイヤの製造及び販売

　　（２）企業結合の法的形式

　　　　　当社を分割会社とし、当社の100％子会社であるタツタ　システム・エレクトロニクス株式

　　　　　会社を承継会社とする吸収分割方式

　　（３）結合後企業の名称

　　　　　タツタ　システム・エレクトロニクス株式会社

　　（４）取引の目的を含む取引の概要

　　　　　電子材料分野において、環境変化へのスピーディな対応により顧客サービスの更なる向上

　　　　　を図ることを目的として、当社のボンディングワイヤ事業部門を電子材料、システム機器

　　　　　製品の製造・加工・販売を行う当社の連結子会社、タツタ　システム・エレクトロニクス

　　　　　株式会社に分割するものである。

　　２．実施した会計処理の概要

上記取引は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成19年11月15日最

終改正　企業会計基準適用指針10号）に基づき、共通支配下の取引に該当するため、内部取引として

すべて消去している。

　したがって、当該会計処理が四半期連結財務諸表に与える影響はない。
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(１株当たり情報)

　

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

405.08円 404.43円

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 27,371 27,668

普通株式に係る純資産額(百万円) 27,371 27,668

普通株式の発行済株式数(千株) 70,156 70,156

普通株式の自己株式数(千株) 2,585 1,741

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数(千株)

67,570 68,415

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 6.89円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

（注） １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 469

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 469

普通株式の期中平均株式数(千株) 68,179

　

　
　

　

(重要な後発事象)

該当事項はない。
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２【その他】

該当事項はない。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

タツタ電線株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　市　　田　　　　　龍　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　井　　上　　正　　彦　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタツ

タ電線株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、タツタ電線株式会社及び連結子会社の平成20

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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